
徳
島
県
訓
令
第
七
号

庁

中

一

般

東

部

各

局

各

セ

ン

タ

ー

等

各

総

合

県

民

局

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局

徳

島

県

監

査

事

務

局

徳
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
収
用
委
員
会
事
務
局

徳

島

県

警

察

本

部

徳

島

県

議

会

事

務

局

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
の
六
第
二
項
中
「
及
び
次
世
代
育
成
・
青
少
年
課
」
を
「
並
び
に
こ
ど
も
未
来
局
こ
ど
も
ま
ん

な
か
政
策
課
及
び
こ
ど
も
家
庭
支
援
課
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
三
第
一
項
中
「
徳
島
県
発
達
障
が
い
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
美
馬
庁
舎
に
勤
務

す
る
次
長
、
」
を
削
り
、
「
東
み
よ
し
庁
舎
」
を
「
、
東
み
よ
し
庁
舎
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
市
町
村
課
の
項
部
長
の
欄
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
課
長
の
欄
第
十
五

号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
削
り
、
同
表
と
く
し
ま
ぐ
ら
し
応
援
課
の
項
部
長
の
欄
に
次
の
三
号
を
加
え
る

。
三

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
第
七
条

第
四
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
と
の
協
議

四

山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
振
興
山
村
の
指
定
の
申
請

２

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
村
振
興
基
本
方
針
の
作
成

五

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
力
要
請

別
表
第
四
と
く
し
ま
ぐ
ら
し
応
援
課
の
項
課
長
の
欄
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
持
続
的
発
展
方
針
の
公
表

２

第
八
条
第
七
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村

と
の
協
議
（
総
合
県
民
局
の
所
管
区
域
の
区
域
内
の
市
町
村
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

３

第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
県
計
画
の
公
表
及
び
主
務
大
臣
へ
の
提
出

三

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
助
言
又
は
調
査

四

山
村
振
興
法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
と
の
協
議
及
び
同



意
（
総
合
県
民
局
の
所
管
区
域
の
区
域
内
の
市
町
村
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

別
表
第
四
次
世
代
育
成
・
青
少
年
課
の
項
を
削
り
、
同
表
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

こ
ど
も

一

社
会
福
祉
法
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

一

社
会
福
祉
法
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

ま
ん
な

１

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

１

第
五
十
六
条
第
一
項
（
第
百
四
十

か
政
策

る
定
款
の
認
可

四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

課

２

第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

る
一
時
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き

又
は
当
該
職
員
に
よ
る
立
入
検
査

者
の
選
任

２

第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定

３

第
四
十
五
条
の
六
第
二
項
（
第
四

に
よ
る
資
料
の
作
成
及
び
報
告
、
同

十
五
条
の
十
七
第
三
項
及
び
第
百
四

条
第
三
項
（
第
百
四
十
四
条
に
お
い

十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
一

定
に
よ
る
情
報
の
提
供
の
要
請
並
び

時
役
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選

に
第
五
十
九
条
の
二
第
六
項
（
第
百

任

四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

４

第
四
十
五
条
の
九
第
五
項
の
規
定

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
情
報
の

に
よ
る
許
可

提
供

５

第
四
十
五
条
の
三
十
六
第
二
項
の

３

第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の

規
定
に
よ
る
定
款
変
更
の
認
可

徴
収
又
は
当
該
職
員
に
よ
る
検
査
若

６

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

し
く
は
調
査
（
町
村
社
会
福
祉
協
議

る
解
散
の
認
可
又
は
認
定

会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

７

第
五
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

二

社
会
福
祉
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十

認
可

四
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
五
号
）
第
二

８

第
五
十
四
条
の
六
第
二
項
の
規
定

条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
申
請

に
よ
る
認
可

書
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
決
定

９

第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定

三

児
童
福
祉
法
に
関
す
る
次
の
こ
と
（

に
よ
る
承
認
、
同
条
第
八
項
（
第
五

に
あ
つ
て
は
、
法
人
検
査
課
長
の
専

10

十
五
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用

決
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

１

第
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に

る
支
援
及
び
第
五
十
五
条
の
二
第
十

よ
る
報
告
の
徴
収
若
し
く
は
指
導
又

項
（
第
五
十
五
条
の
三
第
三
項
に
お

は
当
該
職
員
に
よ
る
検
査

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

２

第
十
八
条
の
十
第
一
項
（
第
十
八

規
定
に
よ
る
資
料
の
提
供
そ
の
他
必

条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

要
な
協
力
の
要
請

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定

役
員
等
の
選
任
及
び
解
任
の
認
可
並

10
に
よ
る
承
認

び
に
第
十
八
条
の
十
第
二
項
（
第
十

第
五
十
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
る

八
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用

11
承
認

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

第
五
十
六
条
第
四
項
（
第
百
四
十

る
役
員
等
の
解
任
命
令

12



四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

３

第
十
八
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
勧
告
、
第
五

に
よ
る
試
験
事
務
規
程
の
認
可
及
び

十
六
条
第
五
項
（
第
百
四
十
四
条
に

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
事

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

務
規
程
の
変
更
命
令

の
規
定
に
よ
る
公
表
、
第
五
十
六
条

４

第
十
八
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る

第
六
項
（
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て

指
定
試
験
機
関
の
事
業
計
画
等
の
認

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

可
及
び
変
更
の
認
可

に
よ
る
措
置
命
令
、
第
五
十
六
条
第

５

第
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る

七
項
（
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
準

監
督
命
令

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

６

第
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定

よ
る
業
務
停
止
命
令
又
は
役
員
の
解

に
よ
る
報
告
の
徴
収
又
は
当
該
職
員

職
勧
告
、
第
五
十
六
条
第
八
項
の
規

に
よ
る
質
問
若
し
く
は
立
入
検
査

定
に
よ
る
解
散
命
令
並
び
に
同
条
第

７

第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定

九
項
（
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
準

に
よ
る
保
育
士
登
録
簿
へ
の
登
録

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

８

第
十
八
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
る

よ
る
弁
明
の
機
会
の
付
与
及
び
通
知

登
録
の
消
除

第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
益

９

第
三
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ

13
事
業
等
の
停
止
命
令

る
市
町
村
の
長
に
対
す
る
協
議

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
（
第
百

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

14

10

四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

る
報
告
の
徴
収
又
は
職
員
に
よ
る
質

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
意
見
の

問
若
し
く
は
立
入
検
査

陳
述
及
び
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

11

（
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す

る
報
告
の
徴
収
又
は
立
入
調
査
若
し

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

く
は
質
問

情
報
又
は
資
料
の
提
供
そ
の
他
必
要

第
五
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定

12

な
協
力
の
要
請

に
よ
る
市
町
村
長
へ
の
通
知

第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
五
十
九
条
の
二
の
五
第
二
項
の

15

13

る
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
の
制
限
、

規
定
に
よ
る
市
町
村
長
へ
の
通
知
及

停
止
命
令
又
は
許
可
の
取
消
し
、
同

び
公
表

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉

第
五
十
九
条
の
二
の
六
の
規
定
に

14

事
業
の
経
営
の
制
限
、
停
止
命
令
又

よ
る
市
町
村
長
へ
の
協
力
要
請

は
許
可
若
し
く
は
認
可
の
取
消
し
及

四

児
童
福
祉
法
施
行
令
に
関
す
る
次
の

び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
社
会

こ
と
。

福
祉
事
業
の
経
営
の
制
限
又
は
停
止

１

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承

命
令

認
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

第
百
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
社

指
定
の
取
消
し

16
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
認
定

２

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
試
験
事

第
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

務
の
実
施

17
よ
る
定
款
の
変
更
の
認
可

３

第
三
十
八
条
本
文
の
規
定
に
よ
る

第
百
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
社
会

当
該
職
員
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の

18



福
祉
連
携
推
進
方
針
の
変
更
の
認
定

実
地
検
査
及
び
同
条
た
だ
し
書
の
規

第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
代

定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
実
地
検

19
表
理
事
の
選
定
及
び
解
職
の
認
可

査
に
代
え
て
す
る
報
告
の
徴
収
又
は

第
百
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二

当
該
職
員
に
よ
る
確
認

20
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
連
携
推

五

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

進
認
定
の
取
消
し

三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
に
関
す
る

二

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

次
の
こ
と
。

第
百
六
十
四
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と

１

第
六
条
の
九
第
四
号
の
規
定
に
よ

。

る
保
育
士
試
験
の
受
験
資
格
の
認
定

１

第
十
八
条
の
六
第
一
号
の
規
定
に

２

第
六
条
の
十
一
第
一
項
か
ら
第
三

よ
る
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
指
定

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
受
験
科
目
の

２

第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に

免
除

よ
る
保
育
士
試
験
の
実
施

３

第
六
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
規

３

第
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に

定
に
よ
る
筆
記
試
験
及
び
実
技
試
験

よ
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定

の
全
部
の
免
除

４

第
十
八
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定

４

第
六
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に

に
よ
る
保
育
士
の
登
録
の
取
消
し
及

よ
る
受
験
の
停
止
又
は
合
格
の
無
効

び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
育

の
決
定
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に

士
の
登
録
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使

よ
る
保
育
士
試
験
を
受
け
さ
せ
な
い

用
の
停
止
命
令

こ
と
の
決
定

５

第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
の
規

５

第
六
条
の
三
十
六
の
規
定
に
よ
る

定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
又
は
当
該
職

保
育
士
登
録
簿
の
訂
正
等

員
に
よ
る
質
問
若
し
く
は
立
入
検
査

六

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に

、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省

命
令
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

令
第
六
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

る
事
業
の
制
限
又
は
停
止
の
命
令

定
に
よ
る
最
低
基
準
の
向
上
の
勧
告

６

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二
第
一
項

七

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二

の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
又
は
当

年
徳
島
県
条
例
第
十
九
号
）
第
十
一
条

該
職
員
に
よ
る
質
問
若
し
く
は
立
入

の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

検
査
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

さ
れ
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運

る
事
業
の
制
限
又
は
停
止
の
命
令

営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
八
条
第
二
項

７

第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

第
六
号
の
規
定
に
よ
る
児
童
の
遊
び
を

る
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
の
認
可
、

指
導
す
る
者
の
資
格
の
認
定

同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及

八

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、

び
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
児

保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関

童
福
祉
施
設
の
廃
止
又
は
休
止
の
承

す
る
法
律
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
４
に

認

あ
つ
て
は
、
法
人
検
査
課
長
の
専
決
に

８

第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

る
改
善
の
勧
告
又
は
命
令
及
び
同
条

１

第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
市

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
停
止

町
村
の
長
に
対
す
る
協
議



命
令

２

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地

９

第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

方
公
共
団
体
の
機
関
に
対
す
る
協
議

る
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
認
可
の
取

３

第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

消
し

市
町
村
の
長
に
対
す
る
協
議

第
五
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

４

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

10
る
勧
告
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

報
告
の
徴
収
又
は
当
該
職
員
に
よ
る

る
公
表
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

質
問
若
し
く
は
立
入
検
査

る
事
業
の
停
止
又
は
施
設
の
閉
鎖
の

九

母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

命
令
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る

第
百
五
十
六
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と

情
報
の
提
供
の
要
請
、
同
条
第
八
項

。

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
へ
の
通
知

１

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

及
び
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
公

受
胎
調
節
実
地
指
導
員
の
指
定

表

２

第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

三

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三

る
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
の
指
定
の

年
政
令
第
七
十
四
号
）
に
関
す
る
次
の

取
消
し

こ
と
。

十

母
体
保
護
法
施
行
令
に
関
す
る
次
の

１

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
試
験
事

こ
と
。

務
の
休
廃
止
の
許
可

１

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

２

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

定
証
の
交
付
及
び
同
条
第
二
項
の
規

指
定
試
験
機
関
の
指
定
の
取
消
し
及

定
に
よ
る
標
識
の
交
付

び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

２

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
証
の

試
験
機
関
の
指
定
の
取
消
し
等

訂
正

四

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、

３

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
住

保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関

所
変
更
の
旨
の
通
知
及
び
同
条
第
二

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十

項
の
規
定
に
よ
る
名
簿
の
写
し
の
送

七
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

付

１

第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規

十
一

母
体
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

定
に
よ
る
認
定
こ
ど
も
園
の
要
件
に

十
七
年
厚
生
省
令
第
三
十
二
号
）
に
関

適
合
し
て
い
る
旨
の
認
定

す
る
次
の
こ
と
。

２

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認

１

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
取
消
し

名
簿
か
ら
の
抹
消

３

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

２

第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置

指
定
の
取
消
し
及
び
同
条
第
五
項
の

又
は
廃
止
等
の
認
可
及
び
同
条
第
七

規
定
に
よ
る
名
簿
か
ら
の
抹
消

項
の
規
定
に
よ
る
通
知

４

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
善
勧

告
又
は
改
善
命
令

５

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
事
業
の
停
止
又
は
施
設
の
閉
鎖
の

命
令



６

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
認
可
の
取
消
し

五

母
体
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四

年
政
令
第
十
六
号
）
第
六
条
の
規
定
に

よ
る
認
定
講
習
の
認
定
の
取
消
し

こ
ど
も

一

徳
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭

一

徳
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
に
関

家
庭
支

和
四
十
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）

す
る
次
の
こ
と
。

援
課

に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
優
良

１

第
四
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ

興
行
又
は
優
良
図
書
類
の
推
奨

る
徳
島
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会

２

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有

の
意
見
の
聴
取
及
び
同
条
第
四
項
の

害
興
行
の
指
定
及
び
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
基
本
計
画
の
公
表

規
定
に
よ
る
有
害
興
行
の
指
定
の
取

２

第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
勧

消
し

告
及
び
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る

３

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有

命
令

害
図
書
類
の
指
定
及
び
同
条
第
三
項

３

第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措

第
三
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
団
体
の
指

置
命
令

定

４

第
十
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ

４

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有

る
有
害
広
告
文
書
等
の
除
去
命
令

害
広
告
物
の
指
定

５

第
十
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に

５

第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

よ
る
有
害
図
書
類
等
の
除
去
命
令

る
有
害
広
告
文
書
等
の
指
定

６

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

６

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

立
入
調
査
を
行
う
者
の
指
定

有
害
玩
具
類
の
指
定

二

社
会
福
祉
法
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

７

第
十
一
条
の
四
た
だ
し
書
の
規
定

１

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
よ
る
自
動
販
売
機
管
理
者
を
置
く

る
定
款
の
認
可

こ
と
を
要
し
な
い
自
動
販
売
機
の
認

２

第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

定

る
一
時
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き

８

第
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
図

者
の
選
任

書
類
等
を
販
売
す
る
自
動
販
売
機
の

３

第
四
十
五
条
の
六
第
二
項
（
第
四

設
置
等
の
届
出
の
受
理

十
五
条
の
十
七
第
三
項
及
び
第
百
四

９

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定

十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

に
よ
る
徳
島
県
青
少
年
健
全
育
成
審

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
一

議
会
へ
の
諮
問
及
び
同
条
第
二
項
の

時
役
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選

規
定
に
よ
る
徳
島
県
青
少
年
健
全
育

任

成
審
議
会
へ
の
通
知

４

第
四
十
五
条
の
九
第
五
項
の
規
定

二

徳
島
県
青
少
年
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及

に
よ
る
許
可

び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八

５

第
四
十
五
条
の
三
十
六
第
二
項
の

年
徳
島
県
条
例
第
四
十
八
号
）
に
関
す

規
定
に
よ
る
定
款
変
更
の
認
可

る
次
の
こ
と
。



６

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

１

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
団
体
の
認

る
解
散
の
認
可
又
は
認
定

定

７

第
五
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

２

第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
補

認
可

修
等
の
指
定

８

第
五
十
四
条
の
六
第
二
項
の
規
定

３

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
臨

に
よ
る
認
可

時
休
館
等
の
承
認

９

第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定

４

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
供

に
よ
る
承
認
、
同
条
第
八
項
（
第
五

用
時
間
の
変
更
の
承
認

十
五
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用

５

第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

定
に
よ
る
賠
償
責
任
の
免
除

る
支
援
及
び
第
五
十
五
条
の
二
第
十

６

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

項
（
第
五
十
五
条
の
三
第
三
項
に
お

利
用
料
金
の
額
の
承
認
、
同
条
第
五

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
免
除

規
定
に
よ
る
資
料
の
提
供
そ
の
他
必

の
基
準
の
承
認
及
び
同
条
第
六
項
の

要
な
協
力
の
要
請

規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
還
付
の
基

第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定

準
の
承
認

10
に
よ
る
承
認

三

徳
島
県
青
少
年
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則

第
五
十
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
る

（
昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
規
則
第
九
十

11
承
認

二
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

第
五
十
六
条
第
四
項
（
第
百
四
十

１

第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定

12
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

に
よ
る
利
用
許
可
申
請
書
の
事
前
提

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
勧
告
、
第
五

出
の
承
認

十
六
条
第
五
項
（
第
百
四
十
四
条
に

２

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
者
心

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

得
等
の
承
認

の
規
定
に
よ
る
公
表
、
第
五
十
六
条

３

別
表
第
一
そ
の
二
の
表
の
規
定
に

第
六
項
（
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て

よ
る
用
具
及
び
利
用
料
金
の
基
準
額

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

の
決
定

に
よ
る
措
置
命
令
、
第
五
十
六
条
第

四

社
会
福
祉
法
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

七
項
（
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
準

１

第
五
十
六
条
第
一
項
（
第
百
四
十

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

よ
る
業
務
停
止
命
令
又
は
役
員
の
解

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

職
勧
告
、
第
五
十
六
条
第
八
項
の
規

又
は
当
該
職
員
に
よ
る
立
入
検
査

定
に
よ
る
解
散
命
令
並
び
に
同
条
第

２

第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定

九
項
（
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
準

に
よ
る
資
料
の
作
成
及
び
報
告
、
同

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

条
第
三
項
（
第
百
四
十
四
条
に
お
い

よ
る
弁
明
の
機
会
の
付
与
及
び
通
知

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
益

定
に
よ
る
情
報
の
提
供
の
要
請
並
び

13
事
業
等
の
停
止
命
令

に
第
五
十
九
条
の
二
第
六
項
（
第
百

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
（
第
百

四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

14
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
情
報
の



を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
意
見
の

提
供

陳
述
及
び
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項

３

第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

（
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す

る
社
会
福
祉
施
設
の
許
可
事
項
の
変

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

更
の
許
可

情
報
又
は
資
料
の
提
供
そ
の
他
必
要

４

第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

な
協
力
の
要
請

る
施
設
を
必
要
と
し
な
い
第
一
種
社

第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

会
福
祉
事
業
の
許
可

15
る
許
可

５

第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の

第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
善

徴
収
又
は
当
該
職
員
に
よ
る
検
査
若

16
命
令

し
く
は
調
査
（
町
村
社
会
福
祉
協
議

第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

17
る
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
の
制
限
、

五

社
会
福
祉
法
施
行
条
例
第
二
条
第
一

停
止
命
令
又
は
許
可
の
取
消
し
、
同

項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
に
添

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉

付
す
べ
き
書
類
の
決
定

事
業
の
経
営
の
制
限
、
停
止
命
令
又

六

児
童
福
祉
法
に
関
す
る
次
の
こ
と
（

は
許
可
若
し
く
は
認
可
の
取
消
し
及

１
に
あ
つ
て
は
、
法
人
検
査
課
長
の
専

び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
社
会

決
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

福
祉
事
業
の
経
営
の
制
限
又
は
停
止

１

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

命
令

る
報
告
の
徴
収
又
は
職
員
に
よ
る
質

第
百
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
社

問
若
し
く
は
立
入
検
査

18
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
認
定

２

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

る
報
告
の
徴
収
又
は
立
入
調
査
若
し

19
よ
る
定
款
の
変
更
の
認
可

く
は
質
問

第
百
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
社
会

３

第
五
十
九
条
の
二
の
六
の
規
定
に

20
福
祉
連
携
推
進
方
針
の
変
更
の
認
定

よ
る
市
町
村
長
へ
の
協
力
要
請

第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
代

七

児
童
福
祉
法
施
行
令
に
関
す
る
次
の

21
表
理
事
の
選
定
及
び
解
職
の
認
可

こ
と
。

第
百
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二

１

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
児
童
相
談

22
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
連
携
推

所
の
設
置
等
に
係
る
報
告

進
認
定
の
取
消
し

２

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
徳
島

三

児
童
福
祉
法
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

県
社
会
福
祉
審
議
会
の
意
見
の
聴
取

１

第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定

３

第
三
十
八
条
本
文
の
規
定
に
よ
る

に
よ
る
施
設
又
は
講
習
会
の
指
定

当
該
職
員
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の

２

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
た
だ
し

実
地
検
査
及
び
同
条
た
だ
し
書
の
規

書
及
び
第
三
十
三
条
の
八
第
二
項
た

定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
実
地
検

だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
縁
組
の
承
諾

査
に
代
え
て
す
る
報
告
の
徴
収
又
は

の
許
可

当
該
職
員
に
よ
る
確
認

３

第
三
十
三
条
の
十
五
第
二
項
の
規

八

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に

定
に
よ
る
措
置
の
内
容
等
の
報
告

関
す
る
基
準
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

４

第
三
十
三
条
の
十
六
の
規
定
に
よ

よ
る
最
低
基
準
の
向
上
の
勧
告



る
被
措
置
児
童
等
虐
待
の
状
況
等
の

九

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
第
十
一
条
の

公
表

規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

５

第
三
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定

れ
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営

に
よ
る
報
告
の
徴
収
又
は
当
該
職
員

に
関
す
る
基
準
第
四
十
三
条
第
九
号
及

に
よ
る
質
問
若
し
く
は
立
入
検
査

び
第
十
号
の
規
定
に
よ
る
児
童
指
導
員

６

第
三
十
四
条
の
六
の
規
定
に
よ
る

の
資
格
の
認
定

事
業
の
制
限
又
は
停
止
の
命
令

十

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十

７

第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

四
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
号
）
第
二
十

る
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
の
認
可
及

条
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
基
準
の
決
定

び
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
児

十
一

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉

童
福
祉
施
設
の
廃
止
又
は
休
止
の
承

法
第
二
十
五
条
第
三
項
（
同
法
第
三
十

認

四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

８

第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
共
的
施

る
改
善
の
勧
告
又
は
命
令
及
び
同
条

設
内
に
お
け
る
売
店
等
の
設
置
に
係
る

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
停
止

協
議
等
及
び
結
果
の
通
知

命
令

十
二

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉

９

第
四
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の

法
施
行
令
第
二
十
四
条
（
同
令
第
三
十

規
定
に
よ
る
縁
組
の
承
諾
の
許
可

一
条
の
七
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て

第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

10
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
認
可
の
取

よ
る
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
等
の
貸
付

消
し

業
務
の
報
告

第
五
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

11
る
勧
告
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
公
表
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
事
業
の
停
止
又
は
施
設
の
閉
鎖
の

命
令
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る

情
報
の
提
供
の
要
請
、
同
条
第
八
項

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
へ
の
通
知

及
び
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
公

表

四

民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁

組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律

第
百
十
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
２

第
七
条
第
二
項
（
第
十
二
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
説
明
の
要
求
及

び
実
地
の
調
査



３

第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
の
有
効
期
間
の
更
新

４

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
命

令
５

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
の
取
消
し
及
び
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
事

業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
命
令

６

第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
指
導

及
び
助
言

７

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
の
徴
収
並
び
に
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
職
員
に
よ
る
質
問
及

び
検
査

五

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法

（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号

）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
二
十
二
条
第
一
項
（
第
三
十
一

条
の
七
第
四
項
及
び
第
三
十
三
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

又
は
当
該
職
員
に
よ
る
質
問
若
し
く

は
立
入
検
査

２

第
二
十
三
条
（
第
三
十
一
条
の
七

第
四
項
及
び
第
三
十
三
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
事
業
の
制
限
又
は
停

止
の
命
令

六

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百

二
十
四
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
（
第
三

十
一
条
の
七
及
び
第
三
十
八
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
収
益
を
母
子
福
祉
資
金

貸
付
金
等
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る

事
業
以
外
の
用
途
に
使
用
す
る
こ
と

の
承
認
並
び
に
第
十
五
条
第
二
項
第

一
号
（
第
三
十
一
条
の
七
及
び
第
三

十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を



含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴

収
又
は
当
該
職
員
に
よ
る
立
入
検
査

、
同
項
第
二
号
（
第
三
十
一
条
の
七

及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

事
業
の
運
営
の
改
善
勧
告
及
び
同
項

第
三
号
（
第
三
十
一
条
の
七
及
び
第

三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
役
員
の

解
職
勧
告

２

第
十
七
条
（
第
三
十
一
条
の
七
及

び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
違

約
金
の
徴
収
の
決
定

七

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
に

関
す
る
次
の
こ
と
（
総
合
県
民
局
の
長

の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

１

第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
接
近
禁
止
命
令
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
及
び
同

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
接
近
禁
止

命
令
の
取
消
し

２

第
十
三
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
児

童
虐
待
の
事
例
の
報
告

別
表
第
四
保
健
福
祉
政
策
課
の
項
部
長
の
欄
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
課
長
の
欄
中
第

二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
第
六
号
を
第
二
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰

り
上
げ
、
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
を
削
り
、
第
二
十
二
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
二
十
三
号
を
第
十

七
号
と
し
、
同
表
国
保
・
自
立
支
援
課
の
項
の
項
名
を
「
国
保
・
地
域
共
生
課
」
に
改
め
、
同
項
部
長
の

欄
第
三
号
中

を

と
し
、
２
か
ら

ま
で
を
１
ず
つ
繰
り
下
げ
、
１
を
２
と
し
、
同
２
の
前
に
次
の
よ

23

24

22

う
に
加
え
る
。

１

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
養
成
機
関
及
び
講
習
会
の
指
定

別
表
第
四
国
保
・
自
立
支
援
課
の
項
部
長
の
欄
中
第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま

で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

四

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取

消
し

五

民
生
委
員
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
民
生
委
員
の
推
薦

２

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
民
生
委
員
の
解
嘱
の
具
申



六

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
第
二
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
に
よ
る
立
入
検
査

別
表
第
四
国
保
・
自
立
支
援
課
の
項
課
長
の
欄
中
第
十
四
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
三

号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
を
第
十
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

七

民
生
委
員
法
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
民
生
委
員
の
指
導
訓
練
の
実
施

２

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
域
の
決
定

八

徳
島
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
徳
島
県
条
例

第
三
十
二
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
補
修
等
の
指
定

２

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
臨
時
に
休
館
す
る
こ
と
等
の
承
認

３

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
供
用
時
間
を
臨
時
に
変
更
す
る
こ
と
の
承
認

４

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
額
の
承
認

５

第
十
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
賠
償
責
任
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除

九

徳
島
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
徳
島
県
規
則
第
七
十
号
）
に
関
す
る

次
の
こ
と
。

１

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
関
係
者
の
承
認

２

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
者
心
得
等
の
承
認

別
表
第
四
国
保
・
自
立
支
援
課
の
項
課
長
の
欄
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

五

社
会
福
祉
法
施
行
令
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
承
認

２

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

別
表
第
四
健
康
づ
く
り
課
の
項
部
長
の
欄
中
第
十
七
号
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十

九
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
十
九
号
と
し
、
同
項
課
長
の
欄
中
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま

で
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る

。
別
表
第
四
農
林
水
産
政
策
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

み
ど
り

一

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律

一

卸
売
市
場
法
第
十
四
条
に
お
い
て
準

戦
略
推

第
三
十
五
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

用
す
る
同
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定

進
課

１

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
の

認
定
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

要
求
又
は
当
該
職
員
に
よ
る
立
入
検
査

る
公
示

二

果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
（
昭
和

２

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

三
十
六
年
法
律
第
十
五
号
）
に
関
す
る

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の

次
の
こ
と
。

受
理

１

第
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

３

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

る
果
樹
農
業
振
興
計
画
の
策
定
並
び

七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

に
同
条
第
六
項
（
第
二
条
の
四
に
お

４

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の



八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の

規
定
に
よ
る
果
樹
農
業
振
興
計
画
の

受
理
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用

提
出
及
び
そ
の
概
要
の
公
表

す
る
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

２

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
果
樹
園
経

公
示

営
計
画
の
認
定

５

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

３

第
四
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
業
務

九
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言

実
施
の
協
力
に
関
す
る
勧
告

６

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

４

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
果
実
等
の

十
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

生
産
等
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
提

７

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

供

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

５

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
果
実
等
の

の
取
消
し
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て

生
産
者
等
か
ら
の
報
告
の
徴
収

準
用
す
る
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定

三

野
菜
生
産
出
荷
安
定
法
（
昭
和
四
十

に
よ
る
公
示

一
年
法
律
第
百
三
号
）
に
関
す
る
次
の

８

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

こ
と
。

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

１

第
五
条
（
第
七
条
第
二
項
に
お
い

の
受
理

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

二

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定

定
に
よ
る
野
菜
指
定
産
地
の
指
定
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百

の
申
出

十
三
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

２

第
八
条
第
六
項
（
第
九
条
第
二
項

１

第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

る
勧
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に

）
の
規
定
に
よ
る
生
産
出
荷
近
代
化

よ
る
措
置
命
令

計
画
の
提
出
及
び
そ
の
概
要
の
公
表

２

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

３

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生

る
報
告
の
徴
収
又
は
職
員
に
よ
る
立

産
出
荷
近
代
化
計
画
の
変
更
の
届
出

入
検
査
若
し
く
は
質
問

４

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
対
象
野

三

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定

菜
の
出
荷
に
関
す
る
勧
告

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政

四

原
種
ほ
産
以
外
の
種
子
を
指
定
種
子

令
第
九
十
八
号
）
第
十
七
条
第
三
項
の

生
産
ほ
場
に
原
種
と
し
て
使
用
す
る
こ

規
定
に
よ
る
報
告

と
の
決
定

四

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記

五

災
害
等
緊
急
時
に
お
け
る
準
種
子
の

録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法

供
用

律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

六

主
要
農
作
物
の
奨
励
品
種
の
決
定

の
徴
収
又
は
職
員
に
よ
る
立
入
検
査
若

七

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

し
く
は
質
問

律
第
百
四
十
四
号
）
に
関
す
る
次
の
こ

五

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記

と
。

録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法

１

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
職
員
に

律
施
行
令
第
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項

よ
る
表
示
の
除
去
若
し
く
は
抹
消
又

の
規
定
に
よ
る
報
告

は
検
査
証
明
書
の
返
還
要
求

六

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法

２

第
十
七
条
第
二
項
（
第
十
八
条
第

律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七

三
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い



号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

１

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

定
に
よ
る
登
録
並
び
に
第
十
七
条
第

事
故
肥
料
の
譲
渡
の
許
可

六
項
（
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
十

２

第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項

九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

の
規
定
に
よ
る
肥
料
の
譲
渡
若
し
く

合
を
含
む
。
）
及
び
第
九
項
の
規
定

は
引
渡
し
の
制
限
若
し
く
は
禁
止
又

に
よ
る
公
示

は
登
録
等
の
取
消
し
並
び
に
同
条
第

３

第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

七
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
旨

公
示

の
通
知

４

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

七

農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関

る
変
更
命
令

す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百

５

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
適
合

三
十
九
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

命
令

１

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
対

６

第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
善

策
地
域
の
指
定
、
同
条
第
三
項
（
第

命
令

四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

７

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
徳
島

る
登
録
の
取
消
し
、
同
条
第
二
項
の

県
環
境
審
議
会
及
び
関
係
市
町
村
長

規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
又
は
業

の
意
見
の
聴
取
並
び
に
第
三
条
第
四

務
の
停
止
命
令
、
同
条
第
三
項
の
規

項
（
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
及
び
同
条

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

る
対
策
地
域
を
指
定
し
た
旨
等
の
公

８

第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

告
、
報
告
及
び
通
知

規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

２

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
対

９

第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項

策
地
域
の
区
域
の
変
更
又
は
指
定
の

の
規
定
に
よ
る
職
員
に
よ
る
立
入
調

解
除

査
又
は
質
問

３

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
対

第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

10

策
計
画
の
策
定
、
同
条
第
四
項
（
第

る
調
査
及
び
措
置

六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

八

地
力
増
進
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
協
議

第
三
十
四
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

、
第
五
条
第
五
項
（
第
六
条
第
二
項

１

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

力
増
進
地
域
の
指
定
、
同
条
第
二
項

）
の
規
定
に
よ
る
徳
島
県
環
境
審
議

（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

会
及
び
関
係
市
町
村
長
の
意
見
の
聴

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
関

取
並
び
に
第
五
条
第
六
項
（
第
六
条

係
市
町
村
の
意
見
の
聴
取
及
び
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
概
要
の
公

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

告
及
び
通
知

よ
る
地
力
増
進
地
域
の
指
定
を
し
た

４

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
対

旨
等
の
公
表

策
計
画
の
変
更

２

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
対
策
調
査

５

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

の
実
施



定
農
作
物
等
の
範
囲
の
決
定
及
び
特

３

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地

別
地
区
の
指
定
並
び
に
同
条
第
二
項

力
増
進
対
策
指
針
の
策
定
、
同
条
第

（
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

特
別
地
区
を
指
定
し
た
旨
の
公
告
、

る
関
係
市
町
村
等
の
意
見
の
聴
取
及

報
告
及
び
通
知

び
同
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お

６

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

別
地
区
の
区
域
等
の
変
更
又
は
指
定

規
定
に
よ
る
地
力
増
進
対
策
指
針
の

の
解
除

公
表

７

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
農
作
物
の

４

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧

作
付
け
等
に
関
す
る
勧
告

告

８

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
土
壌
汚

５

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
善
状
況

染
調
査
結
果
の
公
表

調
査
の
実
施

八

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

６

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当

第
百
五
十
一
号
）
第
二
十
一
条
の
規
定

該
職
員
に
よ
る
立
入
調
査

に
よ
る
有
害
動
物
又
は
有
害
植
物
が
ま

７

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

ん
延
し
て
有
用
な
植
物
に
重
大
な
損
害

農
林
水
産
大
臣
へ
の
申
出

を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
た
場

九

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法

合
の
報
告

律
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

九

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

１

第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

第
八
十
二
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
及

定
に
よ
る
普
通
肥
料
の
登
録

び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
農
薬
の
販
売

２

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
証
等

の
制
限
又
は
禁
止

の
交
付

３

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

４

第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
肥
料
の
登
録
等
に
関
す

る
公
告
並
び
に
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
公
告
事
項
の
通
知

５

第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
十

二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農

林
水
産
大
臣
へ
の
申
出

６

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
生
産
業
者
等
か
ら
の
報
告
の
徴
収

、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
販
売

業
者
か
ら
の
報
告
の
徴
収
及
び
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大

臣
へ
の
報
告

７

第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
当
該
職
員
に
よ
る
立
入



検
査
等
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
農
林
水
産
大
臣
へ
の
報
告
並
び
に

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
肥
料
等

の
検
査
の
結
果
の
概
要
の
公
表

８

第
三
十
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
適
用
除
外
肥
料
の
指
定
及
び

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水

産
大
臣
へ
の
通
知

十

農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関

す
る
法
律
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
環
境
大
臣
へ
の
報
告

２

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

当
該
職
員
に
よ
る
立
入
調
査
等

３

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

関
係
行
政
機
関
の
長
等
に
対
す
る
協

力
要
請
等

十
一

植
物
防
疫
法
に
関
す
る
次
の
こ
と

。１

第
十
六
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
侵
入
調
査
事
業
へ
の
協
力

２

第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
総
合
防
除
計
画
の
策
定
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
農
業
者
が

遵
守
す
べ
き
事
項
の
制
定
並
び
に
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
及
び

報
告

３

第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
発
生
予
察
事
業
へ
の
協
力

４

第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
区
域
及
び
期
間
そ
の
他
必
要
な
事

項
の
決
定
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
告
示
及
び
報
告

５

第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

指
導
及
び
助
言

６

第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
勧
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
命
令

７

第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
職
員
に
よ
る
立
入
調
査
又
は



質
問
及
び
通
知

８

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
防
疫
の
実
施

９

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
発
生
予
察
事
業
の
実
施
並
び
に
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
発
生
予
察

事
業
の
内
容
及
び
結
果
の
報
告

十
二

農
薬
取
締
法
に
関
す
る
次
の
こ
と

。１

第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
農
薬
の
使
用
に
つ
き
許
可
を
受
け

る
べ
き
旨
の
定
め

２

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
販
売
者
に
対
す
る
報
告
命
令
又
は

当
該
職
員
に
よ
る
立
入
検
査
等
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産

大
臣
又
は
環
境
大
臣
へ
の
報
告
及
び

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
販
売
者

等
に
対
す
る
報
告
命
令
又
は
当
該
職

員
に
よ
る
立
入
検
査
等

十
三

農
薬
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
四
十

六
年
政
令
第
五
十
六
号
）
第
四
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
報
告

別
表
第
四
も
う
か
る
ブ
ラ
ン
ド
推
進
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

も
う
か

一

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促

る
ブ
ラ

進
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
次
の
こ
と

ン
ド
推

（
主
務
大
臣
が
農
林
水
産
大
臣
で
あ
る

進
課

も
の
に
限
り
、
か
つ
、
水
産
物
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
。

１

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

輸
出
証
明
書
の
発
行

２

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

確
認
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

改
善
の
要
求
及
び
認
定
の
取
消
し
並

び
に
同
条
第
六
項
（
第
五
十
三
条
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告



３

第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
の
要

求
又
は
職
員
に
よ
る
立
入
調
査
若
し

く
は
質
問
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
輸
出
証
明
書
の
発
行
又
は
適

合
施
設
の
認
定
の
取
消
し

二

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促

進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
関
す
る

次
の
こ
と
（
主
務
大
臣
が
農
林
水
産
大

臣
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
水
産

物
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

１

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審

査
の
事
務
の
一
部
の
委
託

２

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

審
査
の
事
務
の
一
部
の
委
託

３

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
審
査
の
事
務
の
一
部
の
委
託

別
表
第
四
水
産
振
興
課
の
項
部
長
の
欄
第
十
号
を
削
り
、
同
項
課
長
の
欄
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
を

削
り
、
同
表
漁
業
調
整
課
の
項
の
項
名
を
「
漁
業
管
理
調
整
課
」
に
改
め
、
同
項
課
長
の
欄
第
二
号
中
「

漁
業
法
施
行
令
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
四
の
四
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
ど
も
未
来
局

一

別
表
第
四
こ
ど
も
ま
ん
な
か
政
策
課
の
項
部
長
の
欄
及
び
こ
ど
も
家
庭
支

長

援
課
の
項
部
長
の
欄
に
掲
げ
る
事
項

別
表
第
六
の
三
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
中
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま

で
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
六
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
六
の
四
徳
島
県
発
達
障
が
い
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
次
長
（
美
馬
庁
舎
に
勤
務
す
る
次
長
に
限

る
。
）
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


